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平成２５年（厚）第１１６６号

平成２６年３月３１日裁決

主文

本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、国民年金法（以下

「国年法」という。）による障害基礎年金の

支給及び厚生年金保険法（以下「厚年法」

という。）による障害厚生年金の額の改定

を求めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、両変形性股関節症（以下「支

給対象傷病」という。）による障害の状

態が厚年法施行令（以下「厚年令」とい

う。）別表第１に定める３級の程度に該

当するとして、傷病コードを「１８」（慢

性関節リウマチ、変形性関節症等の関節

疾患）とする障害等級３級の障害厚生年

金を受給しているものであるが、支給対

象傷病による障害の状態が増進したとし

て、平成○年○月○日（受付）、厚生労

働大臣に対し、障害基礎年金の支給及び

障害厚生年金の額の改定を請求した（以

下、単に「額改定請求」という。）。

２　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「改定請求のありま

した傷病は、現在支給されている障害基

礎・厚生年金の傷病（両変形性股関節症）

と異なるため。」という理由により、額

改定をしない旨の処分（以下「原処分」

という。）をした。

３　請求人は、原処分を不服とし、標記の

社会保険審査官に対する審査請求を経

て、当審査会に対し、再審査請求をした。

その主な理由は、変形性股関節症を原疾

患として身体表現性障害を併発したもの

であり、２つの傷病は強い関連があり、

２つの傷病を総合的に判断し、額改定を

求めるというものである。

第３　当審査会の判断

１　障害等級３級の障害厚生年金の受給権

者は、障害の程度が増進し、より上位の

障害等級に該当するようになった場合に

は、障害厚生年金の額の改定を請求する

ことができることとなっており、障害の

程度が障害等級２級以上に該当するとき

は障害厚生年金に併せて障害基礎年金も

支給される。そして、障害等級２級以上

の障害厚生年金及び障害基礎年金は、障

害の状態が国年法施行令（以下「国年令」

という。）別表に掲げる程度に該当しな

い場合には支給されないことになってい

る。

２　本件の場合、前記第２の２記載の理由

によりなされた原処分に対し、請求人は、

支給対象傷病と身体表現性障害は強い関

連があるとして、障害の原因となった傷

病名として身体表現性障害を掲げたａ病

院ｂ科・Ａ医師（以下「Ａ医師」という。）

作成の平成○年○月○日現症に係る同月

○日付診断書（以下「本件診断書」とい

う。）を提出した上で、これら２つの傷

病を総合的に判断することを求めている

のであるから、本件の問題点は、提出さ

れている本件診断書等の資料によって、

額改定請求時における請求人の支給対象

傷病による障害の状態（以下 ｢本件障害

の状態 ｣ という。）がどのようなもので

あり、それが国年令別表に定める程度に

該当するかを判断できるかどうかという

ことになる。

３　障害年金の額改定請求において、障害

の状態がいかなるもので、それが国年令

別表の定める程度に該当するかどうかの

認定は、受給権内容にかかわる重大なこ

とであるから、それは客観的かつ公正・

公平に行われなければならないことはい

うまでもなく、障害の状態・程度を認定

すべきものとされている時期において、

その傷病について直接診療を行った医師

（歯科医師を含む。以下同じ。）ないし医

療機関が診断当時に作成した診断書、若

しくは、医師ないし医療機関が、診断が

行われた当時に作成された診療録等の客

観性のあるいわゆる医証の記載に基づい
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て作成した診断書、又は、これらに準ず

るものと認めることができるような証明

力の高い資料（以下、このような資料を、

便宜上、「障害程度認定適格資料」とい

う。）によって行わなければならないも

のと解することができる。

また、国年法及び厚年法上の障害の程

度を認定するためのより具体的な基準と

して、社会保険庁により発出され、同庁

の廃止後は厚生労働省の発出したものと

みなされて、引き続き効力を有するもの

とされ、当審査会においても、障害の認

定及び給付の公平を期するための尺度と

して、それに依拠するのが相当であると

考えている「国民年金・厚生年金保険障

害認定基準」（以下「認定基準」という。）

が定められているところ、その「第２　

障害認定に当たっての基本的事項」の「３　

認定の方法」には、「障害の程度の認定は、

診断書及びＸ線フイルム等添付資料によ

り行う。ただし、提出された診断書等の

みでは認定が困難な場合……には、再診

断を求め又は療養の経過、日常生活状況

等の調査、検診、その他所要の調査等を

実施するなどして、具体的かつ客観的な

情報を収集した上で、認定を行う。また、

原則として、本人の申立等及び記憶に基

づく受診証明のみでは判断せず、必ず、

その裏付けの資料を収集する。」とされ

ている。

以上のような観点から、本件で提出さ

れている全ての資料から、文書の趣旨、

作成者及び記載内容から判断して障害程

度認定適格資料とすべきものをすべて挙

げてみると、①　本件診断書、②　ｃ病

院・Ｂ医師作成の平成○年○月○日付受

診状況等証明書、③　ｄ病院ｅ科・Ｃ医

師（以下「Ｃ医師」という。）作成の平

成○年○月○日現症に係る同日付診断

書、④　Ｃ医師作成の平成○年○月○日

付診断書、及び、⑤　Ａ医師作成の平成

○年○月○日付診断書であり、他に存し

ないところ、これらの各資料（以下それ

ぞれ、「資料①」などという。）をみると、

次のとおりである。

すなわち、資料①は、障害の原因となっ

た傷病名には、「身体表現性障害　ＩＣ

Ｄ－１０コード（Ｆ４５）」が掲げられ、

既往症は、「先天性股関節症　両肩関節

周囲炎」、発病から現在までの病歴及び

治療の経過等は、平成○年○月○日に請

求人が陳述したとして、「平成○年○月

人工関節術後より、全身の疼痛が出現し、

仕事に支障をきたすようになった。様子

をみていたが改善せず、疼痛に対する精

査を行ったが、原因は不明であった。そ

の後も疼痛が持続するため、平成○年○

月○日当院ｅ科初診。精神障害との関与

が疑われるため当科紹介され平成○年○

月○日当科初診。上記診断、外来通院を

続けている。」、診断書作成医療機関にお

ける初診時（平成○年○月○日）所見は、

「思考の形式・内容に異常は認められな

い。」とされ、障害の状態（平成○年○

月○日現症）としては、現在の病状又は

状態像として、抑うつ状態（憂うつ気分）

があり、「疼痛による社会生活の支障が

あり、抑うつ状態をきたしている」とさ

れている。しかしながら、本診断書は、

支給対象傷病とは相当因果関係の認めら

れない別傷病である身体表現性障害によ

る障害の状態について記載されているも

のであり、本資料によって認定対象とす

べき本件障害の状態を判断することはで

きない。すなわち、認定基準の「第１　

一般的事項」によれば、相当因果関係と

は、ある行為（事象）からそのような結

果が生じるのが経験上通常である場合

に、ある行為（事象）とその結果には因

果関係がありとするのが相当因果関係と

いう考え方であり、このような考え方の

上にたって、前の疾病又は負傷がなかっ

たならば後の疾病（通常、負傷は含まな

い。）が起こらなかったであろうと認め

られる場合は、相当因果関係ありとみて

前後の傷病は同一傷病として取り扱われ

るとされているところ、本件の場合、支

給対象傷病である両変形性股関節症から

身体表現性障害が生じるのは経験上通常

であるとは認められないし、医学的観点
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からみても、両変形性股関節症に伴って、

その後に身体表現性障害が生じることは

稀なこととされている。さらには、身体

表現性障害についてみると、認定基準第

３第１章第８節の精神の障害によれば、

精神の障害は、「統合失調症、統合失調

症型障害及び妄想性障害」、「気分（感情）

障害」（以下「そううつ病」という。）、「症

状性を含む器質性精神障害」、「てんか

ん」、「知的障害」、「発達障害」に区分さ

れており、神経症にあっては、その症状

が長期間持続し、一見重症なものであっ

ても、原則として、認定の対象とならな

いとされているが、その臨床症状から判

断して精神病の病態を示しているものに

ついては、統合失調症又はそううつ病に

準じて取り扱うとされている。そして、

上記の ｢ 認定の対象とならない ｣ とは、

その傷病による障害については、それが

どのようなものであっても、その状態を

もって、厚年令別表第１あるいは国年令

別表に定める程度以上の障害の状態に当

たるものとはしないとの趣旨であると解

することができる。また、国際診断分類

による診断基準に基づいて診断される統

合失調症及び気分（感情）障害の精神病

としての病態を呈しない神経症圏の傷病

の多くは、社会的に又は精神的に苦しい

出来事が直接的、間接的な引き金となっ

て発症するとされ、その症状が意識され

ているにせよ、無意識に行われているに

せよ、生物学的に原始的な状態あるいは

病的状態に退行することによって、内的

葛藤や不安を解消するものであり、ある

意味での疾病への逃避とも考えられてい

る。本件の場合を含め、精神病の病態を

示さない神経症圏の傷病を障害認定の対

象外とすることについては、これまでの

精神医学的な知見に基づいてなされてい

るものと思料され、その主な理由をみる

と、障害の原因となっている傷病が、精

神病の病態にあるか否かは、具体的には

精神病圏（レベル）ではなく、神経症圏

（レベル）にあるという意味であり、そ

れは、当該患者がその疾病や病状につい

て十分認識しており、それに応じた対応

をとることが可能であると判断され、重

症の障害から引き返し得る状態にあると

考えられるからである。換言すれば、精

神科領域では、特異な「疾病利得」とい

う概念もあり、これは、いわゆる仮病と

は異なる概念であるが、症状の発現やそ

の症状が遷延することによって引き起こ

される心理的あるいは現実的な満足感の

ことを意味するとされており、例えば、

一見重篤な障害によって家族の同情や共

感を得ることができたり、仕事や苦しい

現実から逃避ができたりする利得を指す

ものである。神経症は、いわば、引き返

すことが可能な病態であり、機能的な変

化として捉え得るものであるので、自ら

がその状態から脱することのできる病態

とされ、自らが引き返せるような状態を

障害給付の対象とすることは、自らがそ

れを治す努力を喪失させ、生じている障

害を継続、増強させ、結果的に非可逆的

な状態に固定させ得る危険性をも含んで

いるものと考えることができる。そうで

あるから、障害給付については、精神病

態を示し、自らの力では治し得ないもの

にその対象を限ることが相当であると、

一般的に考えられている。このような精

神医学的基盤の上にたって、認定基準は、

神経症圏の疾患については認定の対象外

としたものと思料されるところ、当審査

会においてもそのような考え方は基本的

に妥当なものとして認めているところで

ある。そうすると、本資料に記載されて

いる障害の状態は、支給対象ではない別

傷病によるものであり、また、当該別傷

病自体も、認定対象とすることのできな

い神経症圏の傷病によるものと判断され

る。

資料②は、当時の診療録より記載した

ものとされた上で、傷病名を「慢性疼痛

（難治）」、傷病の原因又は誘因は、不明、

発病から初診までの経過は、「Ｈ○年○

月、ｆ病院ｇ科より紹介。」、初診より終

診までの治療内容及び経過の概要は、「当

院にて神経ブロック及び内服加療をＨ○
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年○月まで施行。以後ａ大に紹介」と記

載されているが、本資料によって本件障

害の状態を判断することはできない。

資料③は、障害の原因となった傷病

名として支給対象傷病を掲げ、診断書作

成医療機関における初診時（平成○年○

月○日）所見には、「○年頃からの股関

節痛を主訴に初診　保存的治療で軽快せ

ず手術施行」、現在までの治療の内容等

は、「○．○．○　右人工股関節全置換術　

○．○．○　左人工股関節全置換術　その

后外来通院加療中」とされている診断書

であり、本診断書に依拠して、請求人

は、現在受給している障害等級３級の障

害厚生年金の裁定がなされた。本診断書

によって額改定請求時における本件障害

の状態を判断することはできない。

資料④によれば、請求人は、２９歳時

に右股関節固定術を受け、屈曲２０度、

外転５度、内外旋０度の固定角度があり、

対側の脚短縮もあり、日常生活に支障が

あって、平成○年○月○日現在は、両側

人工股関節全置換術後で、定期通院中で

あることが認められるが、本資料によっ

て額改定請求時における本件障害の状態

がいかなるものであるかは判断できな

い。

資料⑤によれば、請求人は、元来股関

節症のために歩行が不自由であったとさ

れ、障害者枠で１部上場企業に就職し、

職場での環境（立ち仕事、通勤）が悪化

するたびに、疼痛が悪化し、休養の診断

書を求め受診を繰り返している。また、

休養と復職を繰り返しながらも、自分が

家計を支える必要があり、退職するのを

避け、休養しながらも就労を続けている。

現在の加療を続ける目的は、疼痛の原因

となっている問題を明らかにし、苦痛を

和らげることのために、精神療法を受け

ている。現在は抑うつなどの精神症状は

目立たないが、疼痛により日常生活で支

障を来しており、就労が困難な状況とさ

れている。身体表現性障害は、身体的な

訴えが多岐にわたり、慢性的に持続し、

一般的に気分・環境・人格などの問題が

あることが多いと記載されている。しか

しながら、本資料によって額改定請求時

における本件障害の状態を判断すること

はできない。

以上のように、それぞれの障害程度認

定適格資料によっても、また、これら複

数の資料を併せてみても、額改定請求時

における請求人の支給対象傷病による障

害の程度がいかなるものであり、それが

国年令別表に定める程度に該当している

かどうかについては、それを判断するこ

とはできない。

４　そうすると、原処分は相当であって、

これを取り消すことはできず、本件再審

査請求は理由がないので ､これを棄却す

ることとし、主文のとおり裁決する。
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